
　特定非営利活動法人ふれあいぽっぽ

　〒５６７－００３６　大阪府茨木市上穂積二丁目１番１０号

　０７２－６２７－８９０３

　０７２－６２３－８９２３

特定非営利活動法人　ふれあいぽっぽ

　とおり説明します。

放課後等デイサービス・児童発達支援重要事項説明書

　特定非営利活動法人ふれあいぽっぽは、利用者に対して放課後等デイサービスを提供します。

　（１）事業所の所在地等

　（２）事業の目的および運営方針

　平成２４年４月２日指定

　茨木市 通常の事業の実施地域

 事業所番号

 種　類
　放課後等デイサービス・児童発達支援事業所

　　この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定に基づき、文章により説明

　　施設・設備の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

 電話番号

 所在地

　デイサービスなかよし

 ＦＡＸ番号

　を行うものです。

 経営事業者の名称

 法人所在地

 代表者氏名 理事長　　大谷　知子

 事業の目的
　利用者が可能な限りその地域における生活が継続できることを念頭
に置いて、日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応す
ることができるよう適切な支援を行うことを目的とします。

　２７５４２２００８１

　１．サービスを提供する事業者

　２．事業所の概要

 電話番号

　山本　真由美

　〒５６７－００３６　大阪府茨木市上穂積二丁目５番１６号

 名　称

　０７２－６２７－９００５(ＦＡＸ　０７２－６２７－９３９３)

 管理者氏名

 運 営 方 針
　児童の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じ
て、必要な発達支援サービスを行います。

http://www.koubaikai.or.jp/


職　種

　月曜日～金曜日　午後０時３０分から午後６時３０分まで

営業時間

 利用時間

 土曜日利用時間 　午前１０時００分から午後５時００分まで

　（３）介護サービス

　　　　更衣、排泄等の身体介助

　（４）送迎サービス

 健康指導

　３．職員体制

　４．放課後等デイサービス・児童発達支援の内容

　（１）放課後等デイサービス・児童発達支援計画の作成

４　　名

１　名

２　名

 管理者

 指導員

 集団生活への適応訓練

　健康チェック、健康相談

１　名

 運転手(指導員が兼務含む)

　家族等に対する介護技術指導等

４　　名

 創作的活動

内　　　　容

　日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等

　会話、パソコン操作等

　絵画、工作、園芸等

　（２）基本事業

 保育士

 営 業 日
　月曜日から金曜日と第２、第４土曜日
　但し、国民の祝日、８月１２日から８月１６日、１２月２８日から
　１月４日までを除く

　（３）事業所窓口の営業日及び利用時間

　第２第４土曜日　午前９時００分から午後６時００分まで

種　類

 日常生活訓練

１　名 ２　　名

 児童発達支援管理責任者

 長期休暇中(前後の日を含
む）利用時間

常　勤

　医療、福祉、生活の相談等 更正相談

 介護方法の指導

非常勤

　学校長期休暇中（前後の日を含む）
　　　　　　　　　午前９時００分から午後６時００分まで

　午後　１時から午後６時００分まで

　午前１０時００分から午後５時００分まで



　５．利用料金

　（１）介護給付対象サービス

　・放課後等デイサービス（授業終了後）

　・放課後等デイサービス（学校休業日）

　・児童発達支援

３０分以上１時間未満（１日当たり６５円）

１時間以上２時間未満（１日当たり９８円）

２時間以上（１日当たり１３１円）

　 ＊個別サポート加算Ⅰ（1日当たり９６円）

　 ＊強度行動障害体制加算（1日当たり２１２円）

 　＊延長支援体制加算　

　７,０５９円

　６,３５３円

 　＊児童指導員等加配加算(１日当たり１６２円)　

 　＊欠席時対応加算(１００円)　急な欠席の場合、１ヶ月に４回まで加算されます。

 　＊送迎加算(片道５８円)　事業所により送迎を行った場合、加算されます。　

　　 ７０６円

　 サービス利用料金

　７,６６９円

　８,５２２円

  うち介護給付費等が給付される金額(９割)

  うちサービス利用に係る自己負担額(１割)

 　＊専門的支援実施加算(１回当たり１５９円、１ヶ月６回まで)　

 　＊専門的支援体制加算(１日当たり１３１円)　

　　なお事業者が利用者に代わり市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知

　　放課後等デイサービス・児童発達支援の利用に対しては、通常、サービス利用料金の９割が

　○１日あたりのサービスの利用料金は下記のようになります。

  うち介護給付費等が給付される金額(９割)

  うちサービス利用に係る自己負担額(１割)

　６,４５５円

 　＊利用者負担上限額管理加算(１ヶ月につき１５９円)　複数の事業所を利用され、利用者負

　介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者の保

　護者は利用者負担金としてサービス利用料金の１割を事業者にお支払いいただきます。

　　　　事業所の所有する車両により、障がい児の自宅と事業所の間の送迎を行う

 　サービス利用料金

  サービス利用料金

  うちサービス利用に係る自己負担額(１割)

　 　６４６円

 　　担額合計額の管理を依頼され、行った場合加算されます。

　５,８０９円

　 　８５３円

  うち介護給付費等が給付される金額(９割)

　します。



　 ＊水道光熱費　１日につき１００円

　７. 虐待の防止について

　　サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限

　月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに

　　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者(児)施設における虐待

　の防止について」(平成１７年１０月２０日障発第1020001号厚生労働省社会援護局障害保健

　【利用者負担額の月額上限について】

　 上限額が設定され、それを超えて負担する必要はありません。詳しくはお住まいの市町村役

　 場の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。

 　＊創作活動に係る材料費　　実費

　　　  　　　 つき５０円加算

　（２）　その他の料金　

 　＊送迎サービスの提供にかかる費用

　＊福祉･介護職員等処遇改善加算Ⅱ（放課後デイサービス:１３.１％。児童発達支援:１２.８％）　

 　＊その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させる

　　 １ヶ月あたりの利用者負担額については、利用者が属する世帯の収入・資産に応じた月額

　６．デイサービスを利用の際に留意していただく事項

理事長　　大谷　知子虐待防止に関する責任者

　　　（所定単位数にサービス別加算率を乗じ、単位数で算定されます。）

　　　　※自動払込にて問題がある場合はお申し出ください。

　　　期日までに該当口座にご準備下さい。

　　　　利用料金は１ヶ月毎に自動払込にてお支払い頂きます。お送りする請求書に記載のある

　事業者にお知らせください。

　福祉部長通知)に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。

　　① 虐待防止に関する責任者を選定しています。

　　② 成年後見制度の利用を支援します。

　　　　事業所から片道５キロメートル以上　１回(片道)につき７００円に１キロメートルに

　　　＜通常の事業の実施地域以外の地域＞

　　　　事業所から片道５キロメートル未満　１回(片道)につき７００円

　　　ことが適当とみられるものの実費

　（３）　支払い方法



　　　○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする

　　　　電磁的記録含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

　　　○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続

　　② 個人情報の保護について

　　　　使用する等他の障害福祉サービス事業者に、利用者の個人情報を提供しません。また

　　　　利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を

　　　　得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者

　　　　の家族の個人情報を提供しません。

　　　○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で

　　　○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、

　　　が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を

　　　遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

　　① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

　　　事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

　　③ 苦情解決体制を整備をしています。

　　　　利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料

　　　　などが必要な場合は利用者の負担となります。)

　　　　従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、

　　　　従業者との雇用契約の内容とします。

　医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡し

　　　　第三者への漏洩を防止するものとします。

　　　○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、

　９. 緊急時の対応方法について

　　サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

　ます。

　　　　開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い

　　④ 従業者に対する虐待のを啓発・普及するための研修を実施しています。

　８. 秘密の保持と個人情報の保護について

　　　　上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

　　　　します。

　　　○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、



　　　　るための窓口を設置します。(下記に記す【事業者の窓口】のとおり)

 　(イ)　相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

　　　　聞き取りための訪問を実施し、事情の確認を行います。

　により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。

　　本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。

　家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対するサービスの提供

 　　　① 苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ状況の

　１１. 苦情解決の体制及び手順

 　(ア)　提供した指定児童デイサービス係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付け

　　　保険会社名　　　日本興亜損害保険株式会社

　　　保険名　　　　　総合賠償責任保険　　　　　　

　１０. 事故発生時の対応方法について

　特定非営利活動法人ふれあいぽっぽ

 【事業者の窓口】

　　　　必ず対応方法含めた結果報告を行います。

　　利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の

　　　保障の概要　　　けが・物損　

 　　　② 相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定します。

　担当者　大谷　知子

 所在地　　大阪府茨木市上穂積２－１－１０

　大阪府社会福祉協議会

　運営適正化委員会

 電話番号　０７２－６２２－８１２１　茨木市役所

 電話番号　　０６－６１９１－３１３０

 受付時間　　 月～金曜日　（祝日を除く）

　「福祉サービス苦情解決委員会」

 【市町村の窓口】  所在地　　大阪府茨木市駅前　３－８－１３

　　　 ③ 対応内容に基づき、必要におうじたて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは

 【公的団体の窓口】

 受付時間　午前９時～午後５時

 ＦＡＸ番号　０６－６１９１－５６６０

　　　　　　　午前１０時～午後４時

　子育て支援課担当課

 所在地　　大阪市中央区谷町　７－４－１５

　　　　　 大阪府社会福祉会館２階

 電話番号　　０７２－６２７－８９０３

 ＦＡＸ番号　０７２－６２７－８９２３

 受付時間　午前９時～午後５時



所 在 地 大阪府茨木市上穂積二丁目１番１０号

法 人 名 　特定非営利活動法人ふれあいぽっぽ

代 表 者 名 　理事長　　大谷　知子　　　　　　　㊞

事 業 所 名

説 明者 氏名

住 所

氏 名

住 所

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　デイサービスなかよし

　　　令和　　　　年　　　月　　　日

事　　業　　者

　　　内容を本書面にに基づき利用者に説明を行いました。

　　　　「児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業等の人員設備及び運営に関する

利　　用　　者

扶　養　義　務　者

但し、サービス提供可能日

　　　　　　　　　　　　令和　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日から　開始いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



FP-DN-ＥＰ000１-２.0

割
印

割
印

利
用
者

事
業
者


